


子どもにやさしいまち むなかた子どもにやさしいまち むなかた

子どもの健やかな成長のため

子どもは、一人ひとりが権利の主体です。

あらゆる差別や暴力から守られ、豊かな愛情のもとで、

生き、育ち、参加する権利があります。

安心して

生きる権利

自分らしく

生きる権利

豊かに

育つ権利

意見を
表明する権利

大人は、子どもの最善の利益を保障しなければなりません。

そのためには、子どもの気持ちをしっかりと受け止め、一緒

に考えたり、体験させたり、教え導いていくことが大切です。

保護者の

役割

子ども関係

施設の役割

市民等の

役割
市の役割

社会全体で子どもの権利を保障し、

子どもにやさしいまちづくりを推進しましょう。

※条例における子どもとは、市内に住んでいる、18歳未満の人のことをいいます。
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子どもの権利

大人の責務

子どもにやさしいまち むなかた



子どもの権利とは

《子どもにも役割があります》

　子どもが大人へと成長するために必要不可欠なものであり、人として生きるために、

誰にでも無条件に認められるものです。  本条例では「児童の権利に関する条約」の

理念に基づいて４つの権利を規定しています。

　子どもの権利を保障していくうえで、子どもが自ら身につけなければならないこととして、

次のような役割を規定しています。

● 自分の権利が大切にされるのと同じように、

    他の人の権利を大切にします

● 他の人の権利を侵害することはしないように

    します

● 家族や社会の一員としての役割を果たすよう

    にします
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① 安心して生きる権利 ② 自分らしく生きる権利

●命が守られ、尊重されます

●みんなの愛情と理解の中で育つことができます

●温かい家庭の中で家族と共に生活できます

●平和で安全な環境で生活できます

●あらゆる差別や暴力を受けることなく、放って

　おかれることもありません

●健全な発達を妨げる環境から守られます

●個性が大切にされ、伸ばすことができます

●自分で考え、判断し、行動することができます

●プライバシーが守られます

●子どもであることを理由に、差別されることが

　ありません

③ 豊かに育つ権利 ④ 意見を表明する権利

●学ぶことができます

●遊ぶことができます

●生活のリズムが守られます

●良いこと、悪いことや社会のルールについて

　きちんと教えてもらうことができます

●自分の気持ちや考えを表現するために必要な

　コミュニケーションの力を伸ばす機会を得る

　ことができます

●自分の気持ちや考えを表明し、尊重されます

●意思決定に参加することができます

●社会に参加するため、適切な支援が受けられ

　 ます
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